
（単位　円）

階層 階層 標準時間 短時間 階層 標準時間 短時間

1 (1) 0 A 0 0 A 0 0

0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 6,500 6,400

(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 14,000 13,800

(0) (0) (0) (7,000) (6,900)

0 0 0 7,500 7,400

(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 16,000 15,800

(0) (0) (0) (8,000) (7,900)

0 0 0 9,000 9,000

(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 23,000 22,700

(0) (0) (0) (11,500) (11,350)

0 0 0 9,000 9,000

(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 23,000 22,700

(0) (0) (0) (11,500) (11,350)

0 0 0 9,000 9,000

(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 25,000 24,600

(0) (0) (0) (12,500) (12,300)

0 0 0 25,000 24,600

(0) (0) (0) (12,500) (12,300)

0 0 0 30,000 29,500

(0) (0) (0) (15,000) (14,750)

0 0 0 41,000 40,400

(0) (0) (0) (20,500) (20,200)

0 0 0 41,000 40,400

(0) (0) (0) (20,500) (20,200)

0 0 0 48,000 47,200

(0) (0) (0) (24,000) (23,600)

0 0 0 50,000 49,200

(0) (0) (0) (25,000) (24,600)

0 0 0 50,000 49,200

(0) (0) (0) (25,000) (24,600)

＊ 未婚のひとり親については、地方税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されます。

＊ この利用者負担額とは別に、教材費や通園バス代などの実費徴収がある場合があります。

＊ 各号ともに、利用時間を超えて施設を利用される場合には、別途、各施設が決めた利用料がかかります。

利用時間を超える利用とは、１号の場合は、一時預かり（幼稚園型）、２号、３号の場合は、延長保育のことです。

＊ ３号認定の利用者負担（月額）各欄の下段は、同一世帯から２人入園している場合の第２子の利用負担額。第３子以降は０円です。

なお、以下の階層については、第何子の決定をする際の子どもの年齢制限はありません。

[Ｂ、Ｃ１、Ｃ２、Ｄ１　（Ｄ１’除く）]

＊ 各階層の決定は、８月以前は前年度分、９月以降は当年度分の市町村民税額により算定されます。

＊ 住宅借入金特別控除は国の制度により利用者負担額算定の際に適用されません。

＊ 指定都市からの転入者の場合、市長村民税所得割に6/8を乗じた額をもとに算定します。

＊ 年収３６０万円未満相当世帯(※1)及び第３子（※2）については、副食費が免除されます。

※１ １号認定･･･階層(1)～(4)の世帯　　 ２号認定（学年齢３歳以上）･･･階層(A)～(D1)

※２ １号認定･･･小学３年生までのうち、最年長児童を第１子とカウント 　２号認定･･･未就学児のうち、最年長児童を第１子とカウント

C1 C1

その他の世帯

令和４年度　子ども・子育て支援新制度における日南市の利用者負担額

１号認定

満３～５歳 ３～５歳（学年齢） ０～２歳（学年齢）№ 区分

利用者負担額（月額）

２号及び３号認定

幼稚園、認定こども園 保育所、認定こども園 保育所、認定こども園等

5'
　５７，７００円以上

　７５，０００円未満

母子等の世帯

D1'

生活保護世帯

2
市町村民税

非課税世帯

母子等の世帯

(2) B B

その他の世帯

3
市町村民税

均等割のみ課税

母子等の世帯

(3)

　７５，０００円以上

　７７，１０１円未満

母子等の世帯

13 ３１７，０００円以上

２１１，２０１円以上

２１７，０００円未満

11
２１７，０００円以上

２６３，０００円未満

C2 C2

その他の世帯

5
　４８，６００円以上

　５７，７００円未満

母子等の世帯

D1 D1

その他の世帯

4

市

町

村

民

税

所

得

割

額

　４８，６００円未満

母子等の世帯

(4)

その他の世帯

6 D2

D1'

D2

その他の世帯

7
　７７，１０１円以上

１３７，０００円未満

(5)

D3 D3

8
１３７，０００円以上

１７６，０００円未満
D4 D4

9
１７６，０００円以上

２１１，２０１円未満
D5

D8 D8

7

D5

10

D6 D6

12
２６３，０００円以上

３１７，０００円未満
D7 D7

(6)


